
 

１ 災害時の応急措置に伴う倒壊家屋等の除去等の推進 

災害対策基本法第 64条第２項に基づく倒壊家屋等の除去等に当たり、

具体的な判断基準や除去等の範囲を明確に示すこと。 

 

２ 倒壊家屋等公費解体・撤去の推進 

所有者が不明又は所在不明の倒壊家屋等が残置されていることによ

り、被災地の迅速な復旧・復興に支障を来す場合に、区市町村が所有者

の申請に拠らず解体・撤去ができるよう、立法措置等を含めた公費解体

制度の見直しを行うこと。その上で、具体的な判断基準、解体・撤去の

範囲や手続きを明確に示すこと。 

 

２２  倒倒壊壊家家屋屋等等のの解解体体・・撤撤去去等等のの円円滑滑化化にに向向けけたた措措置置ににつついいてて  

 

災害対策基本法第 64条第２項では、市町村長は当該市町村の地域に係

る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急

措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、現場の災害を受

けた工作物又は物件の除去その他必要な措置を講ずることができる旨を

規定している。 

しかし、必要な措置を講ずるための条件が不明確であり、建物所有者

との訴訟リスクなどが存在することから、市町村長が除去等を判断する

ことが困難となっている。 

能登半島地震では、多くの家屋が倒壊する被害が発生したが、首都直

下地震等においても、建物被害は相当な数に及ぶと見込まれており、倒

壊した家屋等を適時に除去できない場合、救出救助活動の大きな妨げと

なり、被害が拡大するおそれがある。 

また、公費解体制度は、災害による被害が甚大である場合、生活環境

保全上の支障の除去、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図り、

被災地の迅速な復旧・復興を図るための措置として、市町村が所有者に

代わって家屋等の解体・撤去を行うものである。 

しかし、公費解体は、所有者からの申請に基づく制度となっているこ

とから、能登半島地震における所有者が不明又は所在不明の倒壊家屋等

では、申請に時間がかかることや、申請が行われないことが、解体・撤

去の妨げとなっている。 

首都直下地震等では、多くの建物が倒壊し、所有者が不明又は所在不

明のケースも相当多く見込まれることから、都市機能の迅速な復旧や復

興に甚大な影響を及ぼすおそれがある。 

ついては、次の事項について特段の措置を講じられたい。 
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